
お支払いに関する重要事項が本パンフレットに記載されています。必ずご確認ください。 P17～18

〔死亡・高度障害のとき〕

〔死亡・高度障害のとき〕 支給期間＝10年
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支給期間＝年齢に応じた期間

・掛金は概算掛金であって、正規掛金は申込締切後3ヵ月以内に算出し、概算掛金と異なった場合は初回に遡って精算致します。
・本制度は主契約（団体定期保険）と特約（年金払特約）をセットしたものです。
・配偶者だけの加入はできません。本人とセットでご加入ください。
・死亡保険金の受取人は、被保険者が本人および配偶者の場合は被保険者が指定した方です。高度障害保険金の受取人は被保険者です。
・本人について定められた死亡保険金または高度障害保険金が支払われた場合、配偶者は同時に脱退となります。また、本人が脱退した 場合も、配偶者は同時に脱退となります。
・この制度は年齢により保険金額が自動的に増減することがあります。本人の保険金額が配偶者の保険金額未満となった場合は、自動的 に配偶者を本人の保険金額以下に減額、または脱退とさせていただきます。
・記載の年金額はパンフレット作成時点の明治安田生命の基礎率（予定利率、予定死亡率、予定事業費率等）で計算しています。
　実際の年金額は年金基金設定時に引受会社が定める基礎率および引受金額により決定しますので、記載の額を下回る可能性もあります。
・本制度は愛知県学校生活協同組合が契約者となります。
・年齢は保険年齢です。保険年齢は満年齢を基に、1年未満の端数について6ヵ月以下は切り捨て、6ヵ月超は切り上げた年齢をいいます。 （例）保険年齢40歳＝2023年1月1日現在満39歳6ヵ月を超え満40歳6ヵ月まで。
　更新時に該当する年齢区分が変わる場合、掛金は前年度と変わります。
・記載の掛金は2022年1月1日更新時に適用している優良割引率で計算しています。
　なお、今後の本人の加入者数や、保険金のお支払状況の増減等により適用する優良割引率が変更もしくは廃止となることがあります。
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※下記＜本人＞Lコース・Rコース・Xコースと＜配偶者＞675万円コース・642万円コースは新規 加入できません。
現在加入されている方のみのコースとなります。ただし、本人がX（56歳以上）コースでご加入の場 合で、配偶者が新規加入する場合は、642万円コースでお申込みください。

遺
族
年
金
特
約
制
度

P5～8

❼ ❽


